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はじめに

フラソス自動車工業形成期 (1899~1914年）の労揃争議の展開は，労磁過程符理権とそれを

組盤とした労慟t1行を中心的争点とし， 1906年からはこれに労働時問短縮要求が加わった。そ

して， 1912~14年の最後の時期を節ったのが，科学的管理法反対争泌であった°。

アメリカのフレデリック ．W・ テイラー (F.W. Taylor)によって名案された科学的管狸法

は， フラ ソスでもlf・くか ら注目され，アンリ ・ル：：シャトリエ (H.Le Chatelicr)らに よって

フラソスに紹介された。このフラソスヘの紹介 ・莉入については，すてに優れた研究成果によ

ってり］らかにされている”。 本稿では， こうした成果に学びながら，企棠単位では最大規校の

争議であったルノ ー工場 (Renault)の科学的管理法誼入をめぐる争議 (1912~13年）の実態

を分析する。

このルノーT．場の科学的管理法羽入とそれをめぐる争議の前要性は， フラソスにおける初期

の科学的管理法刃入をめぐる労使攻防の最大のっn例であるだけでなく ， 自動；r各社で展開され

てきた企業内労使関係の一つの到達点を示すものであったことにある。

---
（キー ・ワーズ）

H学的竹理法企菜内労使関係，テイラ ーンステム，ルノー，労慟争泌

1) 拙摘「形成JUlフランス[l動車工菜の時短闘争一一労使関係の成立過祝(2)--」 『瀧谷大学経済経営

沿集』 29粒3号， 1989年12月， 46-47ベージ。以下では． 叫柑稿を「時短B1争」と略記する。

2) 原輝史「テイラ ー システムとフラソス産業」（l司『フラ ソス安本主裟—一一成立と展開—』, B木経

済評論社， 1986年），第3卒第2節。同「フラ ソスにおける科学的管理法の展開」（同編『科学的竹肥

法の導入と展開ー一その歴史的国際比較ーー』，昭和堂， 1990年），第4芥：。

I 科学的管理法の迎入

1 科学的管理法反対争議の概観

ル＝シャトリエによってテイラーの『エ楊管理論』が1907年に繭訳され，玩いて1912年には

昨l•学的管理法の祁原理』 が翻訳された。 こう した紹介活励と乎行 して， 自動中上業を中心に

電気旅累 (CGE社， Compagnie Gcnerale d'Elcctricite)，クイヤ製造菜（ミツュ ラン社，

Michelin)などで，科学的行理法の咋入が試みられた。

自動l|［工業では．ルノー社をはじめ多くの企菜で科学的悴刑法の祁入が試みられた。争議統

計より得られた結果（第 1表及び第 2表）によれば，少なくとも 7社（争議件数8件）で荘入

が試みられた。この他，プジコ 一社 (Peugeot)やパナール ・エ ・ルヴァ ソール社 (Panhard

et Levossor)でも科学的管理法の研究 ・尊入が行われている8)。

第 1表 フランス自動車工業における科学的管理法埠入反対争議一覧 (1912,-ッ14年）

番号 I 年 月 II | 企 業 名 I 都市 名

l 1912年6月3-20日 IBerliet Lyon 

2 12月4-6l」 Renault Boulognc (Seine M) 

3 J913年1)128日ー2月1OR Arbel Douai 

4 1913年2月10日ー3月26日 Renault Boulognc (seine県）

5 6月2日 Lorraine-Dietrich Argenteuil (Seine県）

6 12月3-1911 Orasier lvry-sur-Seine (Seine県）

7 1914年2月24日ー3月12日 Le Buirc Lyon 

8 4月6-9f] Delage Courbevois (Seine県）

I 1 ― 

繹 f9改日数！従菜且数1参加人数竺…:l 出 所

1,25] 1,1505,415敗北①ー594,Rl3 19 avril 1912，③13-21 juin 1912 

1: :：; 1, 0:ol 2, 1心i: ： 塁了；ごl::し:9~3b,reぷ9pl 73 

4,08 3,818, 61,38 敗北 翌 647,@23 (evrier-23 mars 1913，⑤pp. 74-78, 
il12 fevrier-27 mars 1913 

(U所）ご0:：贔昌の口□長i喜言〗:;1言::t;r;eと
C
3
 

3
 4
 

5

6

 7
 

8
 

3) Cohen, Y., "Ernest Mattern chez Peugeot ou comment peut-on ;,ire taylorien? ", dans Le 

Ta.,,/ori珈 e,ed. par M. De Montmollcn et 0. Pas1re, Paris, 1984, pp. 115-122. Mou1e1, A., 

"Les origines du systeme de Taylor en Prance, le point de vue patronale (1907-1914) ", Le 

Mouveme11t Social, no. 93, 1975, p. 31. 
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第2表 フランス自動車工業における科学的管理法導入反対争議，要求とその結果の概要

番号I
●● 

年 月日

1 I 1912年 6月3-20日

2
 

12月4-6日

企業名

Berliet 

Renault 

要求内容 結 果

新しい出来高払い制への 1350人のスト参加者の
不侶表明。時lt1測定法の 解雇
撤回要求

時問祖9定法の廃止要求

ルノ ー工場の科学的管理法苺入と企業内労使関係 35 

労働者の要求に甚づき
新しい時間測定規則の
制定。駿場労慟者代表
による協議委貝会設習

3 | 1913年1月28Elー 2月10日

4 I 1913年2月lOR-3月26日

5

6

 

6月2日

12月 3-19日

7 I 1914年2月2413-3月12日

8
 

4月6-9日

Arbel 

Renault 

Lorraine-Dietrich 

Brasier 

Le Buire 

Delage 

時問測定法逗入反対

時問測定法の廃止。不良
部品製追・エ具破損に対
する罰金制度の庭止。後
に出来高貨率の引き上
げ要求

時問測定法硝入反対

時問祖ll定法導入を担当す
るために採用された載制
の解屈要求

時問測定法酒入担当職制
への非薙

不熟練工の採用を，テイ
ラーシステム淳入への布
石と考え，反対

不朋

436人のスト参加者の
解屈

経営者側からの説明を
受け，導入承認

腺制排除のためにエ湯
の門を開いた一労働者
の解屈

戦制の辞任

争議は失敗

（出所） 第1表と同じ。

科学的管理法をめぐる争談が発生した 7社では，その要求内容は，1914年 4月の ドラージュ

社 (Delage) を除いて，時間測定法 (Lechronometrage) の蒋入反対 ・廃止要求であった。

その結果は，1914年 2-3月のIレ・プュイール社 (Le Buice) では労働側が勝利したが，その

他の争議では労働側の敗北あるいは和解に終わり，ペルリニ社 (Berliet)， ルノ 一社， アルベ

ル社 (Arbel)， ロレーヌ ・ディ ート リシ社 (Lorraine-Dietrich)，プラジニ社 (Brasier) の 5

社では，時間測定法が通入された。

このように，第一次大戦を前にした1912~14年頃の科学的管理法の溝入は，テイラ ーシステ

ムのフランスヘの紹介にも関わらず，そのシステムの一部である時間測定法に限られて導入が

進められたのである％

2 ルノー工場への導入過程

1906~07年頃からにわかに関心が高まった科学的管理法は， 自動車工業を中心に適入が試み

られた。以下では，大規模な争議を経験したルノ一社でのそれの蒋入過程をみていこう。

4) ただし．ペルリエ社ではすでに1906年頃から科学的管理法が慈入されていたし．プジ a 一社では

1912年頃から技術者E・マテルソによる独特の合理的工場組織化を図った。原「フ ラソスにおける・・・

... J, 前掲（注2),125ページ。

ルノー工場では1905年すでに時問測定部の崩芽的組織が設けられ作業分析がはじめられてい

た”。 しかし，同社において科学的管理法の導入の先鞭を告げるのは，なんといっても技師ジ

ョルジュ・ド ゥ・ラム (Georgede Ram)の存在である。彼は，1903年にルノ ー社に入社し，

翌年イギリス子会社の修理工場長として1906年 6月まで赴任し，そこでテイラーの初期の著忠

を知った。ビヤンクールの木社工場に戻ったドゥ ・ラムは，機械部品加工工場の管理を任され，

この腺場で実験的にテイラ ーシステムの導入を開始したのである％

ところで，テイラ ーの考案した科学的管理法を要約すれば，以下のようになる。労働者の作

業を動作研究・時問研究によって分析し，その結果，課業を設定するとともに作業指図票が作

成される。他方，工場の機械・エ具・材料の標準化が進められる。そのもとで，課業と作業指

図票が個々の労働者に与えられ，作業が実行される。さらに，管理 ・監晋業務はこれまで職長

に全権が委ねられていたが， 管理職能と監督職能が分離されて， 工場長—管理部門（計画

部）一ー監督部門（戦能的戦長制度） 一ー作業員という職能階恩を設定し，工場内の熊権的組

織を完成した。さらに，作菜者に金銭的剌激を与える異率出来高支払制度を考案し，課業達成

者には為い割増率をつけて貨金を支払い，逆に未逹成者には懲罰的な低い賃率を支払うという

ものであった。

ドゥ・ラムはこのテイラーの科学的管理法に学びながらも，彼独自の工夫を加えながら，ル

ノー工場のテイラー化を進めようとした。 1909年の彼の論文”によると，新型工作機械の禅入

による生産設備の革新と，賃率決定のための作業時間の測定の二形態をもってまずそれを行う

ことを明らかにした。とくに時間測定法の適用は生産猛の増大，労働者の支出労働趾の増加，

良質な労働者の選択という三つを目的としたものであると述べた。

具体的には，テイラーの考え方に基づき，①画定された一日の課業（適性に応じて決められ

た課業）を各労働者に指示する，③作業の実行の仕方について，子細に記入された指図票を労

拗者に与える，③細かい作業においても必要と予想される工作機械 ・エ具を労働者に提供する

④課業はあらかじめ，技能があり勤勉な一労働者が規定時間内にその作業を実行することによ

って決められる。各労働者はこの課業を遂行するが，規定時間内でその課業が逹成された場合

には，きわめて高額の貨金を支払い， この時間を越えた場合には通常の賃金を支払うとした。

これまで出来商労働の標準時問賃率は，労慟者の経験的に確定された一労働日の平均的仕事

品を基準として決められてきた8)。 これに対し， ドゥ ・ラムは，テイ ラーの動作研究・時間研

究にしたがって一定時間内の課業とその貨率を確定しようとした。しかし，④の貸金支払方法

5) Hatry, G., l,ouis Renault: Patron Absolu, Paris, Editions Lafourcade, 1982, p. 63. 

6) Ibid., p. 68. 

7) De Ram, G., " Quelq ues notes sur un essai d'apprication du syste,ne Taylor dans un grand 

atelier de mecanique fran~ais ", Revue de Mctallurgie, septembre 1909, pp. 929-933. 

8) 拙稿「形成期 フ ランス自動車工梁の労慟争識—労使関係の成立過程（））一」 『季刊経済研究』 9

巻4号，1987年3月， 59-60ベージ。以下では，同拙稿を「労働争議」と略記する。
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はテイ ラーの異率出来高支払制度とは異なって， 目椋未逹成者には従来同様の標雄賃率で支払

うと し， 労慟者の不満が生 じないよう に配慮した。 他方，管理 ・監怪職能の再編については，

1 職場一一後に 2 戦楊――—への実験的滋入という こと のため， なにも手をつけられなかった。

ドゥ ・ラムの職場では，機械設備，管理 ・監督組織に限界があったが，それでも 18カ月後に

は生産縁を 100％以上高める成果を収めた。それを1}り捉に， ドゥ・ラムは，近い時期に全工楊

へこの管理法を適用することを宣言した0)。 しかし，この管理法が全工場でうまく 機能するに

は，工場管理部 (servicesde !'atelier)といったスクッフ諸部門の拡充と再編，工具 ・機械設

備の高度化 ・椋準化，そして労働者の同邸が必要であった。とりわけ，労働者の同意について

は， ドゥ・ラムは依重で，科学的管理法の適用を嶽進的に進める必要性を説くこ とを忘れなか

った。

これに対し，社長のルイ ・ルノ ー (LouisRenault)は，当初，科学的管理法の推進には消

極的であった。その理由は，一つは多くの技術者 ・事務系スクッフの雇用に多額の賃金コスト

がかかるこ と， もう一つは生産設備の高度化 ・標準化に多額の投資賓金を必要と し， しかも短

期的にはそれらの資金は回収できないことにあったJO)o 

しかし，驚異的な成長を続けるアメリカ自動車工業を前にして，ルイ はアメリ カの経験を直

接に見聞する欲求に駆られ，1911年 4月に訪米した。この視察旅行の過程で，ルイはヘソリ ー

・フォ ード及びテイラーと会見する機会をも った＂）。そこでIレイ が得たことは，時問測定法へ

の理解とそれを全ての機械関連職場に適用できることの確信であった12)0 

かく して，ルイは，時問測定法の蒔入を急ぐこ とになり，一方で，直接の担当者となる時間

測定員 (chronometreur) の採用 ・育成につとめ，1907年には 1人であった時闊測 定 員は，

1911年には 9人， 12年には13人と増えていった13)。他方，1912年 7月には，時間測定法適用の

前提条件である出来高払制を，万能熟紬エから構成されこれまで時間払制であったエ具製造 ・

保全殿場へ苺入する試みを行った＂）。そして 1912年11月，ルイ は全工場の 4分の 1, 8戦場に

一挙に時問測定法の適用を拡大した。

こうした適用方法は， ドゥ ・ラムがもっとも強く 戒めたものであった。また， ドゥ ・ラムが

しきり に強闘したエ垢管埋部の拡充と再編（ま実施されず，職長制疫も従来のままであった，0 さ

らに，工具 ・機械設備の高度化・ 標準化のための資金投資も行われなかった。と くに問題なの

9) De Ram, op. cit.（注 7),p. 933. 

10) Fridenson, P., Histoire des Usines Renault: I, Nassance de la Grande Entreprise 1898-1939, 

Paris, Editions du Seuil, 1972, p. 72. Hatry, op. cit.（注5),p. 69. 

11) Fridenson, P., "Les premiers contacts entre Louis Renault et Henry Ford •·, Bulletin: De 

Renault Frcres a Rcgie Na↓ional, no. 1, 1971,参照。

12) Harry, op. cit.（注5),p. 69. 

13) Ibid., p. 70. 

1<1) "Mecaniciens ", Batai/le Syndicalisヽe,24 juillet I 912. 
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は，出来高払制の再編がドゥ ・ラ ムが考案したものとまった く異なり，労働者に とっては厳し

い内容となったことである。

いま少 し， ルイが実施した時間測定法と出来高払制の内容をみておこ -つ。ルノー工場では，

時間測定法の適用が従来の 2轍場に加えて 8職場に拡張されたのにともない，以下のように時

閻研究を実施した。 まず，時問測定員のほか，新たに実浜エ (demonstrateur) の新職紐を設

けた。時間測定員は，技術者や教育を受けた労働者から選ばれ，また実演工は時間測定員への

昇進を意図する布能な労働者からなり，liか問測定員の補佐的な仕事をするとともにその予備軍

を船成した。いうまでもな く時問測定員は，時間 ・動作研究を通して揉準作業時間の決定に携

わった。実演工は一方で時問測定員と協力して部品の加工作業を研究し，他方では一般労働者

の前で規定時間内で作業を実浪して，実際の作業の要領を示すと ともに， 労働者が望ま しい時

問内で作業を行うことを助けた15)0 

そして，この時閥測定法のもとで，たとえば熟練労働者の貸金は，作業の逹成速度に応じて

時間あた り1.20~1.50フランの問で変動するように設定された。この新しい貨金支払方法は，

テイラーの原理また ドゥ・ラムの考案した賃金制度と比較して，以下の2点で相違があった。

第ーは，それまで設けられていた最低賃率の規定がな くなったこと，第二は実演工の貨金

(1.50フラソ） が最高賃金となって上限が課せられたことである。その結果，平均的労働者の

賃金は低落傾向を強めたIC)。

こうして，いよいよ争議へと突入していくことになる。 ルノー工場では，これまで本格的な

労働争議を経験してこなかったが，そのこと も手伝って，この争議は当祁者の労使双方にとっ

てだけでなく， 経済界，労働組合， そして広く社会から注目されるこ とになった。 たと えば，

労働組合機関誌では， 「ほとんど徒刑場とみなされていたルノー工場」ではこれまで 「抵抗へ

の潜在的欲求は俯け容赦な くもみ消されてきた」とし，それゆえ争議の発生に対する 「機械工

関連の労働組合の照きは相当のものであった」と述べられた">。

II 科学的管理法反対争議

1 1912年12月争議18)

時間測定法が8職場に拡大導入されてしばら く後の1912年12月1日， Iレノー工場の一部の労

15) Fridenson, P., "Les premiers ouvriers franc;ais de l'autornobile (1890-1911) ", Sociologie du 

Travail, vol. 21, 1979, p. 317. 

16) Moutet, OJ>. cit.（注3),p. 36. 

17) "Dans !'automobile,)a grらveRenault ", Bata-ille Syndicaliste, 6 decembre 1912. 

18) この争議については以下の資料による。Ministeredu Commerce et d'Industrie, Office du Trav・

ail, Statistique des G戌veset des Recours a la Conciliation et a !'Arbitrage, 1912, pp. 216-219, 

争議番号627.Fridenson, H istoire des Usines....,（注10), p. 73. Hatry, G., "La greve du 

chronometrage (1912ー1913)", Bulletin: De Renault Freres a Rcgie National, no. 3, 1971. 

Hatry, Louis Renault....,（注5),pp. 70-74. 
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慟者が経悠側に対し次のような抗議を表明した。いくつかの戦場で実施されている時問澗定法

は受け入れがたい。とくに，時閻測定員は，殷を越した早さで榊くし，労慟者なら自分で行う

工具の手入れや倉ihで規格部品を探し出す作業などに従‘ドしていない。これを理由に，労lib名

追は，①時間測定法の完全廃止を要求し，さらにR不熟綽労慟希 (manreuvres)の負上げ，③

出来高労Hj契約票での作業ほ設定に関与するための手段の獲得を要求した。

ルイ・ ルノーは，労憐者要求に費任をもって対応する ことを及明し，翌2日賃率設定方法に

ついての梁を公表した。しかし，労iii者代表はそれに不満を表りJしたため，さらにルイは，時

問測定法問姐を公正な方法で統制し，かつ労慟名が十分に貨金を稼げる条件を作ることを約束

した。

これに対し，ルイの対応に不信を抱く労慟者約1000名は， 4日午後4時戦場を放桑し，スト

に入っ t.: ゴの人数は，ルノー工場全従業員4200名中0)4分の 1に相当し，時問測定法が荘人
ヽ 0._

された9砂では仝且がストに参加したことになり， 同時にストライキ委且会 (LeComite de 

Creve)が組織された。この問，労例側代表は，セーヌ県機賊工組合（Uniondes ouvricrs 

mecaniciens de la Seine)の助言にしたがって，時問測定法の運）月を統制するための「規則」

を作成し，会社側に提示した。その甚木的内容は，①出来高賃率の設定について紛糾が生じる

"f能性があり，その解決を委ねるための職場代表の選出の権利を労慟者に与えること，②時1UJ
帽•

測定員は，彼に対し誰からも指図されずに仕事を行うことによ って，正確に時問研究を行っこ

と，の二点であったU)o

そして 5Hには，それをもとに会社側と交渉を行い，両者の合意にもとづき「時問洞定法規

則」 (Reglement du cbronometrage) が成立した。こうして， 6日には労肋者は戦場復帰し，

第一回月のス トはわずか 2口で終結した。労使間で合慈した「規則」は11項目にわたり，労勘

側の要求が大筋で認められた。その主要な部分を示せば以下の通りてある。

「時問測定法規則」

1) 時問測定法の原則が荘入されることが承認された。

2) 時問測定員は，時問浪1定すぺき部品についてよく精通し，その上で研究と製作を行わな

ければならない。ただし，労働労の仕事の請負価格を設定すぺきときには，彼は以下の条

件に某づいてそれを行わなければならない。

a) 彼は，一般の労働者と同じ労檄条件の下に四かれるぺきである。

b) 彼は，労慟開始の前あるいはエ具をもってくる前の時、’・＇． iを開始時として，時閥通りに

その請負仕市を始めなければならない。

C) 彼は，エ共を倉庫に戻してから，時間通りにその仕事をやめなければならない。......。

3) 時問測定法が適用された各職めは，瞭場の最古参の労働者の中から 2名の代表を指名す

19) Mcrrheim, A., "La Metbode Taylor II •, La Vie Ouvriere, no. 109-110, 5-20 avril 1914, PP・ 

391-392. 
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る。代表は，任務として，時間測定法及び誼負価格設定について発生するであろうあらゆ

る対立を統制する。

4) 部品製造が終了すると直ちに，その部品は検査にまわされなければならない。その戦局

の戦長が，その作笈を管理しなければならない。必変に応じて，組立『汲馬の職長もそれを

行わなければならない。さらに必要であれば，代表がその部品を点検することができる。

時間測定が価格設定の基礎として役立つためには，全ての部品が点検こC(verificateur) 

によって良質と認められねばならないことが，相互に了解されている。......。

5) 時問測定員が新しい諮h価格を設定するときには，従来の時問あたり u幻負価格より20%

絲くなる水準で，設定されるべきである。

6)......。

7) 磁産以外の部品は，職長が 1日単位での諮負価格を設定することができる。労慟者は，

第5項で指摘された比率で規定されることになる。

8) 職場代表の要諮があれば，時問測定法によって設定された時liりあたり価格は改JIできる

ことが，了解されている。

9) 

10) ......。

11) 諸負価格の改汀は，今後は時問測定法にもとづいてのみ行われる。

この規則では，①時間測定且による出来邸労慟の請負(11li格の設定作業に対しルールを設け，

②労働者側に，戦場ごとに 2人の代表者を選出し，時間測定gによる請負価格設定作棠を統

制 ・監視する権限を与えた。さらに③時間測定員によって設定された時問あたりの諸負価格を

20劣引き上げることが，合意された。

この内容を見ると， IJ雑問測定法の適用を認めたという点では，労働側の敗北を意味した。ル

イはこの点に関し，労拗者代表を次のように説得した。彼は， これまでの出来必払制のもとに

おいても時問測定は賠黙に行われていたとし，部品製造に必要な時間を正確に計ることの必要

性を強調した。これに対して，労慟側は，出来高払制を訳極的に支持してきた経綽!O)から，こ

の論理に反論する根拠をはじめから欠いていた。したがって問題は，貨率決定に対する戦場作

業集団による集団的規制力をいかに維持するかであった。このため労臥側は，セーヌ県機械工

組合の助言を得ながら，戦楊作菜集団のイソフォーマルな集団的規11;l／の延長線上にフォ ーマル

な労慟者代表組織すなわち職楊労慟者代表制 (d‘Iclegations ouvrieres par atelier)の設:l?J:を目

指し，経営側の合意を取り付けようとしたのであった。経営側からみれば，時問測定法の母入

さえ実現すれば，それ以外の瞑歩は可能であった。こうして，職場代表制が誕生したが，それ

は企業内労使関係の恒常的な労動者主体の機関であり，その慈味では労慟側は大きな成果を獲

得したことになる。

20) 1翡稿「労慟争議J62ページ。
―ー
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ところで 科学的管理法が時問測定法に限定されたからとしって，それが円滑に運用される

には機械設備の高度化 ・標準化が最低限必要であった。しかし， これが十分に行われなかった

ために，ルノ一社の時間測定法は，多くの矛盾をはらむことになった。その上，労使双方の思

惑も絡んで， 「規則」の尊守が徐々に無効と化 していった。このよ うな多くの問題や矛盾が発

生し，それらはすべて靱場代表のと ころに集約されるこ とになる。こうして，二回目の争識が

準備されていった。

2 1913年 2-3月争議21)

12月10日， 労働側は各職場 (8職場）の代表を選出し，その名前をルイに報告した。ルイは

これを見て仰天したといわれる。その理由は， 「規則」に定められたのとは異なって，代表の

中には誰一人最古参の労働者が含まれていなかったからである。 ルイに言わせれば，代表に最

古参の労働者を選ぶ理由は，彼らこそが労使双方から信頓され腕の確かな労働者とみなされた

からであった。労働側が， 「規則」に反する選出を行った理由は不朋である。しかし，12月争

議の中核的労働者集団が自分逹と関係の深い労働者逹の中から戦場代表を選出することで，影

響｝］を保持しようとしたからだと考えられる。他方，ルイは，この問題を，時問測定法の浸透

には社会平和が必要である との観点から黙認した22)0 

他方，労働者逹は，時問測定法にもとづいた新しい出来高労櫛に復帰した。そこでは，長年

にわたって身につけてきたのとは異なった動作 ・作業手順を，時問測定員と実演工によって指

示される。また時闊測定部 (lebureau du chronometrage)が実際に設定した時問炊率は，

多くの場合低くなった。この不満は，職場代表に苦情として捉示され，職場代表は時問測定員

に対し統制を加えようと‘‘攻防戦”を展開したが，余りにも苦情が多すぎて処理できない。こ

うして，労働者の問では，時問測定法に対する不蕊がくすぶり続けた。この不沿社が争議として

顕在化するには，ちょっとしたトラプルさえあれば十分であった。

こうしたなか1913年 2月10日，ネジ切り作業服場で， “軽業師”的な時間測定員の作業ぶり

を見せつけられて，ついに戦場代表はルイ・ルノ ーに苦情を訴えた。しかし，｝レイ の返答は，

「この時間測定員は軽業師的に作業をしたというのではなく ，少なくとも一つの新記録を打ち

立てたと考えるべきでありまたこの時間測定員が同時に二つのレバ ーを操作しながら作業を

行ったというのは紛れもなく普通と考え られる」というものであった。 この返答は，職場代表

達にとって不渦であり，彼らはこの問題に関係した 2人の時間測定員の解雇を要求し，受け入

21) この争誤については以下の資料による。 Ministeredu Commerce et d'lndustrie, op. cit., 1913, 

pp. 232-235,争議番号647.Merrheirn, A., "La M紬 odeTaylor", La Vie Ouvriere, no. 83, 3 mars 

1913, p. 303. Merrheim, op. cit.（注19),pp. 392-393. Bataille Syndicaliste, 12｛もvrier1913-17 

avril 1913. Fridenson, H istoire des Usines....,（注10),p. 74-79. Hatry, Louis Renault...., 

（注5).pp. 73-82. 

22) Hatry, Louis Renault、.． ．．，（注5),p. 73. 
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れない場合には仕事を放棄する旨，ルイに伝えた。だが，経営側は，その要求を一顧だにしな

い姿勢を示した23)。こうして， 2月10日夕刻から，労働者は戦場を放棄し，ス］、ライキに入っ

た。今回の争議では，その参加者は前回を大きく上回り，約4100人の従業員のうち3800余人が

加わった。

今Iolは職場代表がス トライキ委員会を組織し，翌11日の労使交渉では 4項目の嬰求を提示し

た。①時間測定法の全面的廃止，R各職湯選出の労働者代表を構成員とする労慟委員会 (Com

mission ouvriere du travail)の設趾③工具破損及び不良製品製造への賠債支払制度の廃止，

そして④ス トライキ参加者全員の雇用継続であった24)。交渉の席上，Iレイは時問測定法全廃を

拒否しつつも，R及び①の項目について旅歩したが，労働側は時問測定法の全脆に固執したた

め，交渉は決裂した。

ところで，今回の争議では，時閻測定法が適用されていない職場の労例者も参加し，全従業

員の九割以上が加わるという大規模なものとな った。その理由は， 一つは時間測定法適用の実

際を見聞きして，時問測定法の反労働者的性格が全労働者の共通認識となったことが指摘でき

る。もう一つは，自動車業界が発行し，多くの自動車労慟者を愛説者にもつ日刊紙『ロト』

(!'Auto)の2月1日号に，J・ファロー (J.Faroux)の「テイラーの方法」 と題する記事が

掲載されたことである。そこでは，彼は不用意に， イギリス人ジャーナリス ト， フレーザーが

フィラデルフィアのある工場を訪れたときの逸話ー一「ところで高齢の労働者達はどこにいる

のかね？」。これに対し経営者は 「クバコを吸いたまえ，ー服吸いながら，磁地へ行く ことに

しよ う」と答えた—を引用し，これが労働者逹の閻に科学的管理法への恐I布感を没透させて

しまったのである25)0 

こうして，ス トは労使双方とも後に引けない状況下で長期化していった。 2月12日午前の交

渉では，労働者代表は時問測定法廃止の要求を頑と して取り下げなかった。これに対し，ルイ

は，戦場代表選出の件で労働者側が「規則」を先に破ったこと，合意した時間測定法涵入を簡

単に否定したことを取り上げ，労働側代表を批判した。結局， 交渉は決裂し，それを受けてル

イは，午後になると以下の内容の掲示を工場の壁に張り出 し，全従業員に手紙を出した。それ

によると， 一方的に仕事放棄を行った 2月10日以降，労慟者はもはやルノーエ楊の従業員では

ないこと， したがってそれまでの賃金を支払う旨，通告した。さらに，操業再開を行いたいと

し， 再雇用を望む労働者は14日に工場へ来るよ うに要請した。

その結果， 14日には842人が梨まり，その後も増加してついには2772人が再脈用された。ス

ト参加者3818人の うち，なんと70％以上にのぼるス ト参加者が再屈用されたのである26)。これ

23) Ibid., p. 75. 

24) Merrheim, "La Methode Taylor",（注21),p. 303. 

25) Laux, J. M., In First Gear; The French Aut叩 obileIndustry to 1914, Liverpool University 

Press, 1976, p. 191. Hatry, Louis Renault....,（注5),p. 76. 

26) Hatry, Louis Renault...., p. 79. 
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を受けて，ルイは 2月19日には操業を再開した。事態は，早くも経営側優位の形勢となってき

た。

この直後の 2月2lH，三回目の労使交渉が行われた。この席上，ルイは新しい時間測定法の

規則を作ったことを述べ，その上で「私は時問測定法の原則を維持するが，12月 5日以前に存

在した職場状態に必ず戻すだろう。今後は，職場代表制は廂止される」ことを通告した27)0 

このように，ルイは工場閉鎖と労働契約の一方的破棄を実施し，改めてルノー工場で働く意

志のある労働者と個別に新しい屈用契約を結んで再屈用する方針をとってストライキの切り崩

しを計り，成功した。また，9レ・アープル， クルーゾなどの地方の機械工の採用に踏み切って，

不足人員を補った。

他方，労働者は先の争議同様，労働組合の支援の下でストを続行した。盛んに行われた決起

楳会で，労働者逹は時問測定法迎入の結果貨金が低下したことを一様に非難した。特に，特別

な訓練を受け一日中作業をしない時間測定員が単位時間あたり平均以上の成果を生産するが，

それを基辿に課業の請負価格が設定されることに対し，不満を表明した。大多数の労働者の不

猶はこのように代金切り下げにあったが，仕事の裁星権への介入に対する反発がなかったわけ

ではない。ストライキの中核的担い手であった万能熟練工は，むしろこの点にこだわった。

七ーヌ県機械工組合書記 A ・ロワイヨ（A.Loyau) 及び車体製造工組合密記 L ・カリ ノー

(L. Calinaud)は，労働者多数脈の意見，及びルイの強権姿勢と切り崩し工作を考慮して，ス

ト参加者に対し，要求を時問測定法廃止から貨金引き上げへと転換するよう提案した28)。経営

側への要求洲争の方針をめぐって，労働側に一定の動揺が生まれ始めたのである。

3月12日，四回目の交渉が行われた。依然として強権姿勢を崩すことなく ，ルイは前回の提

案を踏まえて，①時間測定法は維持するが，その他一切の労慟条件は1912年］2月スト以前の状

態に戻すこと，②経営側による労働契約の一方的破棄は全員解雇を惹味するものであり，今後

労働側代表が彼に会うことは不要であること，③労働への復帰を望む労働者は再雇用する用意

があるこ との3項目を， 一方的に通告した。この交渉の後，労働側は示威行動をとるが，これ

が最後のものとなった。

これまでス トを続けてきた労働者も多くが再屈用の道を選択し，最後に 390名の労働者だけ

が時間測定法を拒み統けた。しかし， 3月22日ス トライキ委員会は最後の集会を開催して敗北

宜言を出し，40日余り続いたス トは労働者側の完敗によって幕を閉じた。最後まで闘った 390

名のうち 350名の労働者はルノ ー工場を去り，また再雇用を要望した調整工の一部86名は不必

要として再雇用されず，合計436名が解雇された29)。

最後までス トを闘った労働者は，ルイ自身が「わが社の良質な労働者の中核」と呼んだ熟練

27) Borge, J. et N. Viasnoff, Renault: l'Empire de Billancourt, Paris, 1977, p. 84. 

28) Fridenson, H istoire des Usines....,（注10),pp. 76-77. 

29) Borge et Viasnoff, op. cit.（注27),pp. 88-89. 
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工の.:r.リート逹であった。ルノ 一社は，工場を去った彼らに代えて平均的な技能水進を持つ労

働者を屈用した。調整エや工具製造工などの万能的技能を持った労慟者は，以前ほど多く必要

としなかったのであるao)。こうして，ルノ ー工場では，時間測定法が定舒し同時に時問貨率

の引き下げも実施され，職場代表制は崩壊した。

3 争議の諸要因

この争議は以外とあっけなく労働側の敗北に終わってしまったが，それても第一次大戦まで

のフラ ンス争議史の中で特銀すべきものであった。それは第 1表に見られるように参加人数，

損失日数の多さだけにあるのではない。むしろ，争議の性格からみてフラソスの工場管理史及

び労働運動史上のエボックメ イキノ`グな出来事として記憶されるぺきものである。

では， このルノー工場における時間測定法の特徴と争議の性格はどのようなものであったの

だろう。この点を，Iレイと元ルノー工場技師ドゥ ・ラムと切間で交わされた議論を通してみて

いこう81)。ドゥ ・ラムは時問測定法の導入は慎重であるべきだと考え，ルイと対立し，そのた

め1913年 1月ルイによって解雇されたのであった。

ドゥ ・ラムは 2月15日付けのルイヘの手紙で争議原因を次のように結論づけた。第一に，II寺

間測定法を一挙に 8職場に適用したこと，第二に機械設備の標準化等の準備が十分でない職場

へ突如時間測定法を禅入したこと，第三に戦長の賃金、ンステムの変更によって彼らを労働側へ

追いやってしまったこと，を指摘した。また，すでに時間測定法が実践されていた2戦場の実

態を通して，労働者はそれを知っており，その限りでは時間測定法には不渦を抱いていないこ

とを述べた。すなわち，機械設伽の様準化と賃金の引き上げを計る ことなく強引に時問測定法

を導入したルイの戦術の誤りが，ス トライキを招いたと手厳しく批判した。

誤りの最大の事例として， ドゥ・ラムはエ具製造・保全職場への導入条件が不十分であった

こと，具体的には，工作機械を 5倍に増やす必要があると同時に，万能熟練工主体のこの隊場

では定められた作業時間内で一定の生産が行われれば，作業の手段と方法は彼らに任すべきで

あったと述べた。また，工具製造 ・保全職湯の機械設備の未整備な状況に規定されて，工作機

械 ・エ具の保全状況はきわめて咬かわしい状況にあり，それゆえこれらの機械 ・エ具を使う機

械加工職楊での課業遂行に必要な時間は場合によって大きく変動し，標準作業時間と課業の設

定自体が困難であったと批判した32)。

これに対しルイは，工場設備は十分に標準化されていると土張した。その上で，労働組合は

出来高労働，生産性向上に反対であり， したがってまたテイラーシステムにも反対であるが，

この労働組合の考え方に従業員が引き入れられたことが争議の原因であるとの見解を示した。

30) Collinet, M., Esprit du Syndicalisme, Paris, 1951, p. 44. 

31) Fridenson, Hisヽoiredes Usines....,（注10),p. 76. Hatry, Louis Re11a1tlt....,（注 5),pp. 82-85. 

32) Hatry, Louis Renault...., pp. 83-84. 
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このように，ルイは争議原因を組合の政築にもとめ，これに対抗して従業員が組合にとり込ま

れない政策の実施を主張した。しかし， 3月に入ってルイは，工具製造・保全職場は明らかに

不十分な設備状況であること，機概工具が咲かわしい保全状況にあることを認めた33)。

以上の議論をまとめると， ドゥ ・ラムが言うように，ルノ ー工場の時閻測定法は，それが良

好に機能するための客観的条件一一機械設備の商度化・標準化—が整備されておらず， しか

もその状況下で一挙に導入されたことが，争議を招いた最大原因であった。さらに，これに規

定されて現場の時間測定員による動作研究・時問研究の結果が，同一課業の遂行のための機械

の種類や保全状態が災なることから概準的なものとなりえず，時には現湯労働者から‘‘軽某師”

的と1耶楡されるような独断性をもつことになったことが，第二の原因である。そのうえ第三に，

このよう な混乱した状況下で蒋入された新しい出来高払制は，労働者の出来高賃率の引き下げ

につながる領向をもったことも旗要な原因であった。

ルノー工場の時問測定法は以上のように不十分なものであったが，それはまた争議の性格を

規定することになる。すなわち，テイラー・ンステムの浮入を可能にするまでの機械設備の高度

化・標準化が行われなかったことからみて，労慟者が “近代化’'に反対した争議であったとは

言いがたい。そもそも，反対 ・笠成といった議論そのものは，埓外にある。むしろ問題は，ル

ノー工場で実施された時問測定法の独自的性格が労働者に何をもたらしたか，その影磐に識論

を絞って考えなければならない。

この場合，労慟者が時間測定法にどのように対応したかは，各労働者階陪のもつ熟練度や仕

事に対する裁盈権の違いなどによって異なって くる。事実，ストラ イキ参加者は大きく 二つの

階庖に区分されるい。ひとつは，最後までス トを闘い，ルイから「わが社の良質な労慟者の中

核」と呼ばれた 390名の万能熟練工を中心としたグルー プで，ス ト参加者の中では 1~2割に

あたる少数派であった。もう一つの限は，それ以外の大多数の労働者であるが，これには写門

熟錬工を中心に職長，不熟練エが含まれた。

前者の万能熟練工は，工具製造 ・保全職場など閻接生産部門で慟く職人的熟練を受け継いだ

労慟者であった85)。彼らに対する時間払制の廃止＝出来高払制の違入と時問測定法の適用は，

彼らにとっては労働のリズムの加速化な らびに非熟綽作業への配謹替えを意味し，彼らが誇り

にしてきた仕事に対する自律性・裁磁権の倒奪を意味したのである86)0 

これに対し，後者の労働者が時閻測定法に反対した理由は賃金の低下にあった。専門熟錬エ

や不熟練工は，時間測定法の適用に伴い出来高貨金率が引き下げられたことが，最大の不満で

あった。しかも，迫りくる第一次大戦を前にして進行しつつある ‘‘物価高の危機’'は，貨金へ

33) Fridenson, Histoire des Usines....,（注10),p. 79. 

34) Ibid., p. 78. 

35) これについては，拙稿「労慟争談J, 56ページ。

36) Laux, op. cit.（注25),p. 193. 
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の関心を強いものにしていたが，その中で賃下げが実施されたことが不満を一層かき立てた。

とり わけ労働力編成上の多数を占める専門熟諫工の最大の関心事かは，出来高貫率とそれに

関わる限りでの労慟過程領域の問題ー一貨率を決める作業遂行能力と慟きぶりの評価ー一•にあ

った。彼らには，標準化されていない機械設備のもとではあいかわらず高度な専門的熟練が必

要とされた。しかし，彼らは，時問測定員が高性能槻恢を基準に設定した作業時問内に，陳腐

化した機械や保全の行き届かない工具を使って同じ仕事誠をこなすことは不可能であった。し

たがって，この結果出来高貨金率の低下が発生するが，これこそが彼らの最大の不覇であった。

また，職長の場合，時問測定員の迎入にともなって管理権限が縮小され，それにともなって賃

金引き下げが実施されたことが不涸となった38)0 

こうした労働者内部の見解の相違に対し，ストライキ委員会がと った立場は，前者の万能熟

錬工たちのそれであった89)。

一般に，労働者がテイラ ーツステムに向ける反対ば 「労働者から熟練労働に関する知識と

自主的統制を悲い取り，彼らにすでに完全に構想された労慟過程を突きつけて，彼らを歯半や

レバーとして使おうとするテイラーシステムの根本的な試みに向けられる」40) ものであった。

しかし，Iレノ ー工場では，機械化の進展にともない，労動者の多数を占める専門熟練工は，

ある程度の仕事に関する知織や自主的統制の喪失にすでにこだわらなくなっていた。また，職

場作業集団を軸に した労働飛の集団的な規制や賃率交渉の余地が残され，それが職場代表制に

よるフォーマルな交渉主体へと‘'格上げ” された。これら二つが，自主的統制権の喪失反対と

いった方向に向かわなかった理由である。むしろ，ルノーエ均をは じめ自動車工業に参入した

労拗者の多くはこの産業部門特有の高打金を目当てに参入してきていたため，賃金の引き下げ

が抜き差しならない問題として意識されたのである。

したがって，ルノー工場におけるス ト には二つの豚因—出来高賃金率の引き下げと万能熟

練エからの裁羞権の倒奪ーーがあったが，前者の原因が全面に出ていた争議であった41)。この

ように，争議原因が二つあり，かつそれぞれを理由とする労働者主体間の分裂が，大多数の労

働者の争議途中における職楊復帰，一部労働者の争議の貫徹という二方向への分裂を引き起こ

した。このことから考えると，ルノー争議は機械化の進行，またそれに伴う労慟力の代替が一

定程度進行し，また一層の推進を行おうとした時期に発生した争謡であったといえる。ルイが，

37) 専門熟練工については，以下を参照のこと。拙稿 「労拗争識」． 56-58ページ， 62ページ。

38) Fridenson, Histoite des Usines....,（注IO),p. 76-77. 

39) Laux, op. cit.（注25),p. 193. 

40) Braverman, H., Labor and Monopoly Capital, Monthly Review Press, N. Y., 1974, p. 136 

（富沢賢治訳『労働と独占資本』，岩波書店，153ページ）。

41) Fridensonはこの点について次のように述べている。 「ス トライキの原因は，過度の近代化の中に

はないし，機械設備の近代的管理の遅れの中にもない。それは貨金問距である」(Fridenson,Histoire 

des Usines....,（注10),p. 78)。
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「労働者の良質な中核」と評価した万能熟錬工の確保よりは，時問測定法と熟練度の低い労働

者を選択したことは，まさに，このことを物語っている。その意味で，ルノー争議は，フ ラン

ス社会に合理化時代の到来を予告するものであった。

III ルノー争議をめぐる諸問題

1 機被化と工場管理の近代化

以上， Jレノー争議の展開過程を明らかにし，ルノー工場の時問測定法の独自性と争議原因を

分析してきた。ここでは，それを踏まえて，このルノ ー争議が提起した問題を指摘しそれにつ

いて議論を深めていきたい。

その問題の第ーは，テイラ ーの科学的管理法が時問測定法に限定されて蒋入されたのはなぜ

か， ということである。この問題は，フランスの近代的管理の発展の中に位置づけて考える必

要がある。また，ルイをはじめとするフランス経営者の特殊な生産政策との関連で考えること

も重要であろう。第二は，フラ ‘ノス労使関係史の発展過程の中で，企業内労使関係を担う労働

者主体として登湯した職場代表制の歴史的位置を確認しておくとともに，その意義を確認 して

おく必要があろう。最後に，労働組合がルノ ー争議及び科学的管理法に対してどのような態度，

見解を示したのかを明らかにしておかねばならない。なぜなら，それはフランスの労働組合運

勁の基本的戦略の変更につながる問題であったからである。以下では，順次，これらの問題に

ついて論じていこう。

一般に，機械化に伴う近代的管理は，①労働過程の内容を労働者技能の性格による規定性か

ら分離すること，②生府計画と労働の遂行の分離， そして③労働過程の各部門に対する経営側

の管理の確立，によって達成される。フラソスでは， この近代的管理は1900年頃から1920年代

にかけて発展し， 1900~14年の時期はその第一期であるといわれている42)0 

この時期， フラソス自動車工業は曲折を経験しながらも急速に発展し，機械化，熟練解体そ

して工場の近代的管理のバイオニア的役割をはたした48)。とりわけ，1906~08年のフラ ソス自

動車工菜の「危機」は，経常者に対し，販売，生産いずれの面についてもイノペー ションを迫

るものであった。このうち，生産方法については，多旦生産に対応して機械化，それに適合し

た労働力への代替，さらに新しい工場管理方法が求められた。

すでに明らかにしたように，大盃生産への傾斜及び専用機械の蒋入が最初にもたらしたもの

は，一つは戦場組織を品種別職場作業組織へと転換したこと であり， もう一つは互換性部品の

42) Fridenson, P., "Unternehmenstolitik, Rationalisierung und Arbeiterschaft: franzosische 

Erfahrungen im internationalen Vergleich, 1900 bis 1929 ", in Recht und Entwicklung der 

Groflunternehmein im 19 und Jruhen 20 Jahrhundert, ed. by N. Horn and J. Kocka, Gottingen, 

Vandenhceck & Ruprecht, 1979, p. 429, p. 447. 

43) Collinet, op. cit.（注30),p. 68. 
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製造である｀4)。 この展開は，労俯過程では，同一寸法での機械加工（標準化）， 特定の専用機

械への労働者の従事（専門化），そして労働者作染の単調な反復作業（単純化），すなわち「生

産の 3S化」の進展として現れた。これはさらに，製品の標準化とアッセンプリーラインの苺

入による大届生産へとすすむこ とになるが，フランス自動車工業の場合は，経裳者の少品種大

最生産を非現実な方向とみなす発想のため，アッセンプリーライソによる大紐生産方式の消入

は第一次大戦後まで遅れることになるい。

しかし，いずれにしろ，大砿生花への傾斜と専用機械の導入によって，労働過程では熟錬の

意義が低下すると同時に不熟練労働者への代替が進行していった。旧来の万能熟練エが次第に

専門熟錬工に取って替わられたことはすでに明らかにした46)。したがって，不熟錬エ化の展開

を，ルノー工場の労働力構成の変化から確認しておこう。第3表では， 1906~14年問に，熟練

工は実数で 2倍に増えたが割合でみると88.9％から60.I％に減少し，これに対し不熟練工は85

人から 1368人へと16倍に急増し， 1914年には 29.3％を占めるに至った。専用機械の登場にと

もなって熟練工の仕事範囲が狭まり， さらに，従来は熟練労懺者の補助的作業のみに従事して

いた不熟錬エ (manceuvres)の機械加工作業への進出を可能にし，彼ら（文同一課業の繰り返し

作業によって習熟度と器用さを高め，半熟純エ化していった。かくして，彼らと専門熟練エと

の貨率格付けの差は大幅に縮まっていった（第4表参照）。

この万能熟練工の地位の低下と不熟練工への代替の過程は，まさに労働過程の内容を万能熟

錬工の技能の性格による規定性から分離するものであった。

さて，近代的管理の第二の原理は，生産計画と労働の遂行の分離である。以Tli」では労働の遂

行は万能熟錬工の裁罷に属し，経営側はそれを前提に生産計画をたてるしか仕方がなかった。

しかし，万能熟錬エから生産 ・労慟に対する裁足権の剥奪，そして出来高払制の邸入による生

産増進への刺激を与えること，この二つによって経営側は独自の生産計画をたて，それにほぼ

応じた労働の遂行が可能となった。

とはいえ，当時の自動車工業での出来為払制のもとでは，出来高貨率は作業集団を通しての

実作業の遂行及び職場レベルでの交渉によって決定されたため，一陪明確な生産計画を立案す

るこ とは不可能であった。そこで，個々人の遂行能力を正確に把握し，厳密な課業設定と作業

時間把握が管理上の課題となってきた。ルノ ー工場でエ具製造 ・保全職場に働く 万能熟錬工に

対し， 1912年 7月に出来高払割の適用を試み，さらにその後の時間測定法の尊入は，まさにフ

ラソスにおける近代的管理の発展のこの文脈において把梱できるのである。

そして第三の近代的管理の原理は，労慟過程の各部門への管理の徹底であるが，1906年を契

44) 拙稿「労働争議」，55ページ。

45) 拙稿「労慟争議」， 56-58ページ。 Fridenson,P., "The Coming of the Assembly Line to Europe", 

in The Dynamics of Science and Technology, eds. by W. Krohn, E. T. Layton and P. Weingart, 

Dordrecht, D. Reidel Publishing company, 1978, p. 162-163. 

46) 拙稿「労僑争議J,56-58ページ。
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ルIー工場の琺種別時間賃率 （平均）

1912年12月～13年 3り l 1914年

i 1. 5 (125. 0) I chef d'equipe I 1. 54(133. 9) 

ouvrier } [ 

|＿ ＿| 

専門熟錬エ 1i;。三三□1 1 12,050)8) | -non_l  115(100) 

--
半熟錬工 manceuvreー1 ! 1. 00(83. 3) 

二ごご―S2urtour （旋盤工）］ ： 0 95(792) manceu;raechsこ 9゚0(783) 

perceur（穴あけエ） ； 

不熟疎 l ―; 

エ ー [ ? | manouvre divers | °. 65(56. 5) 
（補助労働者）

（出所） Fridenson, P., His屈redes Usines Renault, ilii掲，p.83. 
Fridensoo, P., "Les premiers ouvriers f ran~ais de !'automobile (1890-1912) ", Sociologie du Travail, 

vol. 21, 1979, p. 300より作成。

（注） カッコ内は，万能熟綽工の時11:ll貨苓を100としたとさの指数。

機に自動車各社に普及した就業規則は，これに応えるものであった。 1906年制定のルノ ー工場

の就業規則では，従業員の採用，戦場管理（安全衛生や工具管理）， 労働時間，賃金支払い手

続き，出来高労慟，駁場規律解屈について述べられていた47)。とりわけ戦楊規作は，労勘過

程における労働者の働き方や怠業防止を明言し，管理 ・監督の直接の担い手である職長にかな

りの権限を与えていた。 他方，出来高払制は，労働者を刺激的貨金、ンステムの中に包摂するこ

とによって，問接的な管理制度としての役割をはたした。このもとでは，職長は腕っぷしの強

さによって労働者の怠業や無断の戦場離反を防止するだけでなく ，労慟者の作業能力を判断す

るための知識と，労働者と賃率交渉をうま く行う能力が問われた。そして，時閻測定法は課策

の遂行能力を正確に評価 しようとするものであったため，労働者は，

を発揮せざるをえなくな った。

このよ うに， 時問測定法は，

あったのである。

自ずと稜極的な仕事ぶり

フラソス自動車工業で発展して きた近代的管理のその延長上に

しかし， 1910~14年頃のフランス自動車工業の近代的管理の到達点がこうした水準であった

ことは，経営者の生産政策の独自性に大きく規定されたものであったことも見逃してはならな

9
6
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7
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い。たとえば，ルノー社のこの時期の生産政策は生産品目の多様化であった。確かに， 一方で
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47) "Le reglement general de 1906 ", Bulletin; De Renault Freres a Regie National, no. 2, juin 

1971, p. 70. 
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し，ルイは，少数の基本車型の生産よりは発明や工夫による基本車型の改良を重視し，また既

存職楊の生産能力を最大限に利用しようという論理に支配されていた。すなわち，生産技術よ

りは製造技術を重視しようという発想であった。ここからは，労慟過程に対する近代的管理の

革新という考え方は容易に生まれない。また，設備投賓については，自己汽金の漸次的投資と

いう性格を拭いきれず，テイラーシステムの前提となる生庄設備の高度化・棟準化への投賓が

容易ではなかった48)。そして，こうした特徴はルノ一社だけでなく，当時の自動車経営者に広

くみられるものであった位）。

この様にみてくると， フラソス自動車経営者にと ってテイラー、ンステムの体系的導入は，こ

れまでの管理の展洲からの飛躍を要請するものであったが，これに対しルノーをはじめフラン

ス自動車経営者が消極的であったのはむしろ必然的といえるだろう。彼らは，自ら築いてきた

管理体系の一陪の充実という考え方に支えられ，その管理体系の中にテイラーシステムのいく

つかの要素を通入しようとしたのである50)。テイラ ー、ンステムの本格的潤入に至るには，いま

しばらく時間が必要であった。

2 企業内労働者主体の形成ー一腺場代表制―

フラソスにおける隊場労働者の自主的組織化の運動は，すでに1899年 の Iレ・ク ルーゾ (Le

Creusot) のシュネ ーデル製鉄 ・金属工場（Schneider)でみられた。その後，自動車工業のベ

ルリエ社 (1905年）で同様の組織設協の要求が出され， 1906年にはドゥロネ ・ペルヴ 4ル社

(Delaunay-Belleville)でその設置が実現した。また， 1905~10年にかけて，ノール県のいく

つかの工場で何らかの代表権をもつ労働者委員会が承認された51)。そして，1912年のルノー社

の職場代表制へとつながる。

こうした運動が20世紀に入って登場してきた理由は，一つには，機械化にともない労働者の

装成 ・訓練が企業内化し， 渡り職人的な労励者が減少したことにある。もう一つは，既存の企

業外在的な労働組合とは別に，企業・職場を基盤とした労働者の媒団的主体性が形成されはじ

めたことである。さらに，革命を標榜する多くの労働組合は経営側から見てまさに恐怖の対象

48) 拙稿 「形成期フラ‘ノス自動車工業の危機とルノー社の対応」『経済学雑誌』 86巻4• 5号 1985年，

102-105ページ。以下では，同拙稿を「危機とルノ ー社」と略記する。

49) Fridenson, P., "Un tournant Taylorien de la societe fra n~aise (1904-1918) ", Annales ESC, 

septembre-octobre 1987, no. 5, pp. 1042-1043. 

50) Fridenson, "Unternehmenstolitik.... ",（注42),p. 432. 

51) ツュネーデル社については，喜安朗 『革命的サンディカ リズム』，河出因房新社， 1971年，243-247

ページ。ペルリニ社については，Ministeredu Commerce et d'lndustrie, op. cit.（注18),1905, 

pp. 208-211,争譲番号545.Laux, op. cit.（注25),p. 186. Fridenson, "Les premiers ouvriers... " 

（注15),pp. 319-320. ドゥロネ ・ベルヴィル社については拙稿「時短闘争」， 51ベージ。ノ ール県の

事例については Perrot,M., "The Three Ages of Industrial Discipline", Consciousness and 

Class Experience in Nineteenth Century Europe, ed. by J. M. Merriman, Holms & Meier Pub-

lishers, N. Y., 1979, p. 162. 
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であったために，経営者は企業内労働者組織を作りそれを経営体制内へ包摂することを意図し

たためであった。

とくに，自動車工業のような新興産業では，熟鰊工の労働社会の伝統から解き放たれた労鋤

者が彼らとは異なった価値規範をもち，自前の集団的活動を形成しつつあった52)。万能機械に

とって替わった専用機械に適合的な新しい熟錬を身につけ，万能熟練工に比べ比較的狭い範囲

の作業に限定されてそこでの縁り返し作業が多くなった労働者，すなわち専門熟練エが自動車

工業で生まれてきた。彼らは，戦人や万能熟練工の伝統から解き放たれていたという点，同時

に経営者側の作成した就業規則を消極的評価であれ日常の生産活動の不可欠の要索として従順

に受け入れていった53)という点， この二つのこ とからみてま さに「近代的労働者の原型」54) で

あった。

彼らは，旧型熟練の解体，労働代替性の増大，出来商費金そして就業規則を前提としつつ，

貨率 ・作業スピード ・労働時問などについての，職場作業集団の自律的規制と職長とのイソフ

ォーマルな交渉によって，企業内労使関係の一方の主体として成長しつつあった。この活動の

蓄積は，当然の成り行きとしてフォ ーマルな組織形態を目指すことになる。

たとえば，1905年ベルリエ社の労働者は，職長により一方的に解届されようとした三人の労

慟者の屈用保印を求めて争議を起こしたが，その過程で経営者当局との恒常的な協議を行う労

働者組織 「労働者調停委員会」 (unecommission ouvriere d'arbitrage)55) を要求した。また，

1906年ドゥロネ・ペルヴィル社ではスメーヌ・アソグレーズ (SemaineAnglaise週 5日10時

閻労慟土曜日 4時問労働）の実施に当たって，労働時間監視と賃率協議の永続的機関として各

作業集団の代表から構成された「労働者委員会」 (unecommission ouvriere)の設硫が実現し

た56)。この延長線上に， ルノ ー工場の1912年の職場代表制は位貯づけられるのである。

ルノー工場の場合，職場代表制の設誼は，労慟者が時閻測定法の消入＝“機械の時間”を受

け入れる代わりに，時間測定員の恣意的な判断を取り除き客観的な時問測定を実施させるため

に労働者側から統制を加えるための装置として提起された。しかし，経営者側からみれは，そ

れによって時問測定法が円滑に運用される限りでは，近代的管理体系への統合化の手段として

認識されるものであった。

とはいえ，何よりも確認しておくべきことは，職場作業集団という工場内の自律した集団を

52) 拙稿「時短闘争」，59ページ。
53) Loyau, A., "La Semaine Anglaise en France, 5, clans l'industrie mecanique de la Seine", La 

Vie Ouvriere, no. 66, 20 juin 1912, p. 374. 

” 54) Perrot, M., "Les classes populaires urbaines ", dans Histoire Economique et Socia.le de la 

France, tome 4, vol. l, ed. par F. Braudel el E. Labrousse, Paris, P. U. F., 1979, p. 476. 

55) Ministere du Commerce et d'Industrie, op. cit.（注18),1905, pp. 208-211,争議番号545.Laux, 

op. cit.（注25),p. 186. Fridenson, Histoire des Usines....,（注10),pp. 319-320. 

56) 拙稿 「時短闘争J.51ページ。
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もつ労慟者が，さらに高次元での北団的意志決定機関を形成し，経営者側と対峙しようと試み

たことである。自動車工業の中でもとりわけルノー工場は，企業側の管理体制にしろ，労働者

の主体性にしろ，辛辣な批判の対象であった。たとえば，ある労働組合機関誌は，次のように

言う。 「過酷な労働条件，従業員に対し絶えず押しつけられる不当な要求や（毎蔑のために，ル

ノー工場は， 自動車工業で働く労働者仲問の間では最も悪い評判を受けていた。また， こうし

た状況は， この工場で慟く大多数の労働者の無気力のためでもあった」57)。 この様にみなされ

てきたルノー工場労慟者が明確な組艤をつくり，労使関係 I::の主体として登場してきたことの

窓義が堕視されねばならない。

しかし，実際にはルノー工場労働者はまったく無気力てあったわけではない。職場作業集団

を基礎翔位とし， 日常的に職長との賃率などの交渉を通して，仲問労働者問の連帯が深まる。

その上に立って，ルノー工場では，散発的でイソフォ ーマルな労働者の抵抗がすでに発生して

いたことは見逃せない。たとえば， 1911年 6月，工場の劣悪な換気状態に耐えきれなくなった

労働者逹によって職場放梨が行われた。翌12年7月には，工具製造 ・保全職場の万能熟練工は，

時間払制に代わって出米高払制が埠入されようとしたとき，それを断固拒否した58)。こうした

労働者の連動が朋確な対経営者組織を形成するには，時問測定法蒋入という“事件’'さえあれ

ば十分というところまで，到達していたのである。

ところで， 自動車工業の労働組合加入率はきわめて低い水邸にあった。第5表は， 1913年の

いくつかの自勁車工場の従業員数と組合加入者の実態である。これによると，Iレノーエ楊では

従業員4000人中組合加入者はわすか50名， 1.3％にすぎず，六社の平均では1.1％である。 この

ょうに，自動半工業の組合加入率は極端に低かったが，同年金屈連盟全体では組合い 2万4896

人で3.1%，同じ金屈連盟のセーヌ県連では6176人で 3.9％と，自動車工業ほどでないにしろ低

い水準であった$9)0 

第 5表 白動車工場の労働組合加入者数 (1913年）

従業員数 組合加入者数(%)

ルノー社 (Renanlt) I -1, 000 I 50 (1. 3) 

オチキス社 (Hotchkiss) J 900 I 20 (2. 2) 

プラジエ社 (Brasier) I I, 000 I IO (1. O) 

暉専門会社 (CarrosserieInd.) l 300 l 15 (5. 0) 

： （：出/i)：a:tBA0:n:bl:［r:e)af:aend:arasto［三ロニ0:im

57) "Mecaniciens ", Bataille Sy11dicaliste, 24 juillet 1912. 

58) B叫 ailleSyndcaliste, 15 juin 1911. Bataille Syndicaliste, 24 juillet 1912. 

59) Gras. C., "La Federation des Metaux en 1913-14 et ]'evolution du syndicalisme reveolu-/' 
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ルノー争議でス ト委員会や戦場代表制の中核となったのは，これらごく 少数の組合員たちで

あった。したがって，彼らのリーダーツップを軽視してはならない。しかし，労鋤側の主体的

要因を彼らのリ ーダーシップだけに遠元してはならないのであり，邸底的なものとして職場作

業媒団の活動を捉えておかなければならない。

ルノー工場における1912-13年の戦場代表制は， 争議の敗北とともに消滅したが， その経験

は労働者に対し組織的運動の意義を自覚させることになった。そして，この経験を踏まえて第

一次大戦時には， 1レノ ー工場をはじめパリ周辺の多くの自動巾エ勘で職場代表制にもとづく大

きな労働運動が展開されることになる60)。

3 科学的管理法と労働粗合

ルノー工場をはじめとする自動車工業での時問測定法の森入とそれをめぐる争議は，労働組

合指蒋者達に対し，時問測定法及び科学的管理法をいかに評価すべきかについて，論争を呼び

起こした。

ルノー争議の過程において，ルノーエ楊を支援した ロワイヨ やカリ ノーの時問測定法反対の

理由は，近代化への反対ではなく ，賃下げにつながるとして出来励払制度反対の一現としてあ

った。その意味で，1912年争議で彼らが与えた 「時問測定法規則」設置の助言，及び13年 2月

争議のさなか貨金の引き上げ要求への方針転換の助言は，明らかにこの考え方にもとづいたも

のであった61)。

しかし，争識の長期化にともないCGT主流派幹部が支援に加わったが，彼らは一様に時間

測定法断固反対を主張し， ロワ イヨ，カリ ノーと対立した。たとえば金属労連書記A ・メラ イ

ム (A.Merrheim)は， 1913年3月， 時間測定法をテイラーシステム導入の第一歩と位紅づけ，

「労働者は知性を授けられた人問として生きる権利を保持しなければならない」とし，労働者

の知識や裁茄権を保持する立場からこうした進歩には断固反対すると主張した62)0 

しかし， CGT主流派内でも，その後科学的管理法をめぐって激しく議論が交わされた。科

学的管理法に対する労働組合の立場からの批判としては，一般に E・プージェ (E.Pouget) 

の言説がよく紹介される。しかし，これは確かに一方の考え方を代表するものであるが，メ ラ

イムやCGT書記長L・ジュオー (L.Jouhaux) などは急速にその主張を変更していった。

CGT内部において強い影醤力をもった彼らの主張に注目ながら，論争を振り返ってみよ

う。

¥.tionnaire fran~ais ", A1ouvement Social, no. 77, 1971, p. 87, p. 90. 

60) これについては，たとえば以下の文献がある。 Hatry,G., "Les delegues d'atelier aux Usines 

Renault ", Cahiers du Mouvement Social, no. 2, 1977.藤本佳子「バリ地方における戦場代表制」

『社会運動史』 8号， 1979年。

61) Fridenson, H istoire des Usines....,（注10),P・ 77. 

62) Merrheim, "La Methode Taylor",（注21),p. 309. 
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まず，プージェのテイラーシステムに対する批判は，次の 5点に要約できる63)。①テイラ ー

ツステムの本質は，生産性の培大という唯一の目的を実現するため労働力と機械を効率的に活

用する統一概念である。②労働者がかつて仕事に見いだしていた多能性，創造性そして知識な

どは奪われ，仕事についてのすべての知識を集中した時間測定員によって規律にしたがうこと

を余儀なくされる。③それは労働を加速化して酷使を組織化し，平均以下の労働能力しか持た

ない労慟者を追放する。④それは労働組合が常に拒否し続けてきた出来高労働の新しい形態で

ある。⑤同システムは生産性の上昇によって失深をもたらす。プージェは，テイラ ーシステム

を，労働者に労働疎外，酷使，低賃金，失業をもたらすものとして理解し，批判した。

メライムもまた，1913年当時は，労働組合関係の各新聞や機関誌においてプージェと同様の

主張を行っていた。たとえば，彼は次のように述べたい）。 「テイラーシステムによって，知性

が職場から追放された。そこには思考を持たない肉体労働者しか存在しない。それが進歩であ

ると呼ばれるならば，われわれはこのような進歩の形態には反対しなければならない」。

このように当初メライムは，テイラーシステムを反労働者的な酷使のシステムとして理解

していた。 これに対し， ローヌ県 (Roanne)のアナーキスト系組合活動家J・ラヴァテ (J.

Ravate)たちは， こうしたプージェやメラ イムの言説を痛烈に批判した。ラヴァテは，テイ

ラーシステムを 「できるだけ苦痛を少なくして目的に早急に到逹させる」ものとして理解し，

「サソディカリストは生産における人間のエネルギーのより優れた活用に反対できない」 と反

論し，さらにテイラ ー化が進んでいるアメリカではフラソスよりも平均賃金が高く ，労働時閥

も短く，労働者はより豊かな生活を享受していることを述べたい）。

このアメリカにおける労働者生活の現実を突きつけられて，メ ライムは大きく動揺した。し

かもルノー工場をはじめフラソスにおけるテイラ ー化は時問測定法の森入のみに矮小化された

ものであり，そのことが賃金の引き下げにつながったという事実が， メライムのテイラーシス

テムに対する評価を大きく変えさせることになった。 1914年始め，メライムはまず， 「注意す

べき点は，われわれの＇ァビールは，進歩に反対しているのではなく ，労働の合理的組織化に反

対しているのでもない。今日までのテイラー主義の採用によって引き起こされた酷使に反対し，

闘うための組織化に向けたものである」と述べた66)。ここまでくると，テイラーの科学的管理

法の承認さらに摂極的推進まで，あと一歩である。

1914年 4月になると彼は，まずルノ ーエ湯における時間測定法適用の実態を検討し，その結

果「ルノ ー工場には科学的労働組織化は実現されなかった」 と結論付けた。また，フ ラ‘ノス(/）

63) Pouget, E., L'Organisation du Surmenage: Le Systeme Taylor, Paris, 1914, pp. 67-70. 

64) Merrheim, "La Methode Taylor"（注21),p. 309. 

65) "Parmi nos Lettres... ", La Vie Ouvriere, no. 85, 5 avril 1913, pp. 407-409. Ravate, J.. 
"Une defense de la Methode Taylor", La Vie Ouvriere, no. 107, 5 mars 1914, pp. 261-265. 

66) Merrheim, A., "Les Methodes de Taylor: a propos de leur industrialisation", Battaille 

Syndicaliste, 8 janvier 1914. 
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経営者は「テイラーシステムの原理と方法を受け入れる素地を作ったり， うまく適用するため

の努力を，何もしていない」と手厳しく批判した。その上で，メライムは次のようにテイラー

、ンステムを甜極的に評価した。 「テイラーツステムは，労働者の消費と満足を満たす買金の絶

え問ない上昇と時問測定法によって， 労働者に利益をもたらすものである。 •••• ••。その上， 同

システムは，労働時間の短縮を達成することを容易にする」67) と。

また同年， A ・ヴィ エィユヴィル (A.Vielleville) のイソクビューに応えて， 次のように

述べた68)。 「テイラー、ンステムは，それが適用される仕方によっては労鋤者にとって危険であ

る。しかし，私の意見では合理的な労働組織化は，産業発展を逍くために絶対に必要である。

私は，その組織化の効果をよく知っている。私の見解では，同システムは今後ますます産業に

適用されるだろう。 したがって，この適用を監視することが，そして，それが労働者の精神的

• 金銭的・肉体的な利益と対立しない限りにおいて，労働者の努力でその蒋入を進めることが，

労働者の利益になると私は考える」。

ここでは，メライムは， テイラー・ンステムの適用方法次第で労働者に酷使をもたらすことも

あれば利益をもたらすことにもなるとの立場にたち，その上で後者の結果をもたらすには，労

働者のイニシアティプでテイラ ー化を進めることが重要である との主張に至った。

このように，メライムは，テイラーシステムに関する評価をまさに 180度転換させたのであ

る。なるほど，彼の議論では，労働者の監視あるいはイニシアティプが労働者の酷使を抑制す

ることになるが， しかしテイラーシステムの本質的部分である「労働者からの仕事に関する知

識や裁是の倒奪」については，看過されている。労働者のイニシアティ プあるいは監視のもと

にあっても，テイラ ーツステムは，労働者に規格化された動作と時問厳守を要請するのであっ

て，この点について触れずに済ませている。その上で，同システムは，産業発展と，労働者に

賃金，労働時間短縮などの生活水準の向上をもたらすものとして高く評価した。

テイラーシステムは本来，労働者の技能の多能性とその根底にある知織と裁産を剥奪するこ

とを通じて，生産力を高め（生産力的要請），同時に高打金保障により労働者が経営側に協調

的となること（生産関係的要請）を意図するものであった。メライムはこの生産力的要諮を打

定的に評価 し，他方生産関係的要請に対しては，同・ンステムの適用を労働者が監視するこ とで，

労働者に有利になるよう運用できると考えた。

このようにして，メライムは，テイラーシステムのいわば労働者的適用の推進者として立ち

現れることになった。また，労働者の監視制度としては，ルノ ー工場争議で実施された職湯代

表制をもって行うという考え方を示唆した。すなわち，労働者によるテイラ ーシステムの推進

と戦場経営権の蚕食によってこそ，フ ラ‘ノスの経済発展と労働者利益の向上が克ち取れるとす

る考え方ー一4生産至上主義と蚕食的労働組合主義一ーヘと向かうことになる。

67) Merrheim, "La Methode Taylor II"（注19),pp. 394-395. 

68) Vielleville, A., Le Systeme Taylor, Paris, 1914, pp. 139-140. 
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メライムのこのような生産至上主筏は，次第に労慟組合運動内部に深く没透し，召記長ジュ

ォーをはじめとする CGT多数派の第一次世界大戦期の政府への戦争協力の論理の中にも立ち

現れる。すなわち「国際筏布こ勝ち抜くためには同民的生産力の刑大，そのための労使の一致

した協力体制」が必要であると69)0

第一次大戦期から戦後にかけて， こうした主張は一肪強まると 1"j時に具体化されていった。

それは，大戟直後の1918年12月， CGTが戦後復典期における労例組合の役割について発表し

た『最小限約領』（Programmeminimum) に結実する。そのlllf文では，労（伽迎動が「生座の

指消 ・管理を掌握しうる」新たな狡買を体得する必要性を提起するに至る？0）。

このように，ルノー争議及び科学的管理法をめぐる論争を契機とし，メライムを中心にCG

T内で強まった生荏至上t設と蚕食的労慟組合主淡は，その後のフラ‘ノス労働運動の大きな潮

流を形成することになった。

ただし，注慈すぺきことは，こうした組合主義は，テイラーツステムをめぐる論争の中で突

如として登場してきたのではないという点である。 19世紀後半からのフラソスの伝統的な労

榊組合主義一―—革命的サソディカリズムー一の思想の中には， もとも と「労働組合は未来社会

の生産の基本1ii位」という牛産者主義的考え方があり，それが1906年以降の革命的サソディカ

リズムの“危機による改良主義への変容’'過程で， 「労慟組合こそが生産を担う主体」という

幾分和らいだ表現—資本主義経済体制を全面否定しない一ーに似化したのであった。テイラ

ーシステムの与え方のフラソスヘの没透は， このような労鋤組合思想の変容過程と期を一にし

たため，労慟組合に対しその思想を具休的に戦略化する素材を提供することになったのである。

むすび

ルノー工場に沿入された時間測定法とそれをめぐる争議を分析し，さらにそれらが経也音

企棠内労慟名そして労働組合それぞれに対してもつこと になった謡義を論じて きた。

この時期，フランス企累は，機械化にしろ，近代的管理にしろ，アメリカ企菜と比べれば，

それほどドラスティックな展開を経験しなかったといえよう。その理由は，すでに出来上がっ

た経営理念や伝統的管理の考え方から容易に脱却できなかったからである。しかし，第一次大

戦期に自動車工場の多くが軍紺工場化し．そのなかで軍事用車両や兵器の大址生産を経験する

なかで，こ うした考え方は革新されていった。大戦がほぼ終了した頃Iレイ ・ルノーはエ楊管理

について次のように述べた。 「全ての絨牲を払っても迷成しなければならないのは，生産と労

拗の組緑化である」。そして第一次大戦の「 4年間が科学的管理法の利点を認知させた」と71)0 

69) Bataille Syndicaliste, 22 decembre 1913. 

70) 広田功「戦1叫l期フラ‘ノス労働運動とディリシズム」 （迫藤輝明組『国家と経済ーーフランス ・ディ

リ・ンズムの研究ーー』，東京大学出版会，1982年）， 238ページ。

71) Moutct, A., "Patrons de progres ou patrons de combat", Recherches, no. 32-33, septembre 

1978, pp. 451-453. 
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この様な革新へと向かう経営側の生産及び労務竹理を前提としながら， fl動車労慟者は，経

営側，労励組合いずれもから一定の距隣をおき，そのもとできわめてしたたかに不定迎である

が自主的な組紐と述励匂形成しつつ，労使関係の一主体として成長してさたのであった。咲楊

作菜集団は，戦局でのイソフォーマルな労使交沙と多くの企栄・職場単位の労働争議を経験す

るなかで，戦J易代表制へと発展した。自砂車労働杓は，そうしたなかで労慟組合から影？号を受

けたが，それ以上に労慟組合に影愕とり・えてきた。それを一，iていえば労使関係がエiルの外

陥で政治的諜姐を中心に展開されてきた時代から，工楊内部での労働諸条件を軸とした沈使対

抗を中心に展開される時代への転換といってよい。

“革命的サソジカリズム’'を探榜し，社会革命を口指していた労慟組合は，自動車労りUれを

典型とする新しい労慟者佐の登場を前にして，ようやくその組合主義の転換へと向かうことに

なる。この労慟組合迎動と自動車労拗者の関係が，次に問われなければならないが ‘• -ろつ。




